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2019 年 04 月  01  日 改定日本旅行共済会（ほっと・ネットワーク）規約

第 １ 章 総 則

（名称）

第 １ 条 本会は、日本旅行共済会（ほっと・ネットワーク）（以下「本会」という）と称する。

（目的）

第 ２ 条 本会は、会員の相互扶助の精神を基調として、相互共済をはじめとする総合的福祉の増進

を図ることを目的とする。

（事務所の所在地）

第 ３ 条 本会の事務所は、東京都中央区日本橋 1 丁目 19 番 1 号日本橋ダイヤビルディング

株式会社日本旅行総務人事部内に置く

（公示の方法）

第 ４ 条 本会において公示しなければならない事項は、共済会会報、イントラネットに掲載する。


